
障害者自立支援法の改正を求める意見書 
 

障害者自立支援法が平成１８年４月に施行され、介護給付・訓練等

給付や自立支援医療などの自立支援給付に対する、原則１割の定率負

担と施設入所にかかる食費等についての実費負担が導入されました。 
この制度は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、必要な障害福祉サービスによる支援を行うことを目

的としており、障害福祉サービスの費用を社会全体で支えあうことが

主旨の一つとされています。 
しかし、原則１割の定率負担について、収入状況に応じて月額負担

上限額の設定や各種の軽減措置が採られているものの、利用者負担は

従前からすると大幅な増加を招くこととなりました。また、施設運営

においても、一定の激変緩和加算が設けられているものの、日額報酬

単価払い方式へと変更されたことにより、大幅な減収が生じることと

なりました。 
このため、本年４月より更なる軽減措置や施設の減収に対する激変

緩和措置などの特別対策が講じられましたが、これらの措置はいずれ

も２年間の暫定措置となっているため、根本的な解決とはなっていま

せん。 
よって、台東区議会は、国に対し、障害者や家族の生活、事業者や

関係者を直撃している障害者自立支援法の抜本的見直しと拡充に向け、

下記の措置を講ずるよう強く要望いたします。 
記 

１ 利用者負担について、原則１割負担となる定率負担を撤廃し、応

能負担とすること。 
２ 施設・事業所への報酬単価を引き上げるとともに、日額払い方式

を月額払い方式に改めること。 
３ 地域生活支援事業について、地方が積極的に施策展開を行えるよ

う、必要かつ十分な財政支援措置を講じること。 
 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
 
平成１９年１０月３１日 

台東区議会議長 木 下 悦 希 
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